
 

 

 

 

 

 

 

 

【今月の一言】 

寒さの中にも、少しずつ春の暖かい日差しが感じ

られるようになったこの頃。 

連日、不安なニュースばかりで気が滅入ってしま

いますね。そんな中、所内スタッフから「顧問先へ

訪問するたびにご厚意でマスクを頂く。｣という話

を聞き、温かい気持ちになりました。（もちろん感

染症や花粉対策の為、マスク着用の上で訪問してい

ます。）この話に限ったことではありませんが、大

変な時に手を差しのべたり、反対に助けられたりが 

自然と行える関係性って素敵だなとも感じました。 

季節のうつり変わりとともに一日も早く安心し

て過ごせる日常が戻るといいですね。（事務員Ｓ） 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 

 

時間外労働上限規制 2020 年４月か

ら中小企業も適用に 

◆４月から中小企業も適用に 

「働き方改革」の下、昨年４月から大企業を対象

に時間外労働の上限規制が始まりました。 

時間外労働の削減については多くのメディアで

も取り上げられてきており、各企業で多様な取組み

がなされているところですが、いよいよ今年の 4月

から中小企業も規制の対象となります。 

中小企業で猶予されていた月 60時間を超える時

間外労働の法定割増賃金率 50％以上の規定につい

ても、2023年から適用が始まりますので、長時間

労働が常態化している会社において、残業時間削減

の取組みは、経営上無視できない問題となっていま

す。 

◆労働時間は減少傾向に 

実際、労働時間自体は全体的に減少傾向にあるよ

うです。直近の厚生労働省が２月に公表した毎月勤

労統計調査令和元年分（速報）によると、労働

時間（１人平均）は総実労働時間 139.1 時間

と前年比 2.2％減となったそうです（うち、所

定内労働時間は 128.5 時間（同 2.2％減）、所

定外労働時間は 10.6 時間（同 1.9％減））。ど

の程度実態が伴っているものなのかはわかりま

せんが、残業時間の上限に法的規制が加えられ

たことから、各企業で時間外労働等の削減に向

けた取組みが進められていることは確かでしょ

う。 

◆残業時間削減の取組み 

残業時間削減の取組みとしては、「年次有給休

暇取得促進の取組」、「従業員間の労働時間の平

準化を実施」、「残業を事前に承認する制度の導

入」、「従業員の能力開発の実施や自己啓発の支

援」、「ＩＴ環境の整備」など様々なものがあり

ます。 

厚生労働省では、現在、中小企業の事業主に

向けて「働き方改革」の特設サイトを設けてお

り、残業削減等の取組み事例や関連の助成金の

情報をまとめて紹介しています。各企業で時間

外労働の原因や適切な対策は異なりますが、自

社の現況を踏まえて対応可能なところから始め

てみてはいかがでしょうか。 

【厚生労働省「働き方改革特設サイト」】より 

４月までに対応しましょう！ 

「身元保証書」を求める際の留意点 

◆2020年度の身元保証契約は要注意 

素性や経歴を保証するとともに、従業員が会

社に何らかの損害を与えた場合に連帯して賠償

してもらうため、入社時には身元保証人を立て

てもらっている、という会社は多いのではない

でしょうか。そのような会社では、この春、「身

元保証書」の見直しが必要です。 

2020 年４月より、「個人保証人の保護の強

化」を目的として、極度額（上限額）の定めの

ない個人の根保証契約は無効とされます（改正

民法 465条の２）。 

入社時の身元保証契約は、従業員が会社に損

害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行

うという連帯保証契約であり、保証人にとって

は、従業員が、いつ、どのような責任を負うの

かを予測することができないことから根保証契

約に当たります。そのため、身元保証契約を締

結する際には、賠償の上限（極度額）を定めて

おかなければなりません。 

◆極度額の定め方 

極度額の定め方については、例えば次のよう

に、これまでの身元保証書に極度額を追加する

ことが考えられます。 

「同人の身元を保証し、同人が貴社に損害を

与えた場合、貴社が被った損害を賠償する旨確

約します（極度額○○○○円）。」 

なお、実務上は、「極度額をいくらにするか」

が問題となります。損害に対するリスクヘッジ

という観点からは、あまりに低額とすると実効

性がなくなりますし、一方であまりに高額とし

てしまうと、連帯保証人が躊躇する等で手続き

が進まないおそれもあります。 

具体的に金額を明記する（「極度額は１千万円

とする。」など）のがベストですが、例えば「極

度額は従業員の月給の○○か月分とする。」など

と定めることも考えられます。 

◆「身元保証契約」締結の見直しも…… 

身元保証を求める会社は多いですが、実質的

に形骸化しているケースも多くあります。対応

を求められていることを機に、会社にとって身

元保証契約を結ぶことが本当に必要であるのか、

再検討してみましょう。 

 

3月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

10日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

 ［公共職業安定所］ 

16日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出 

＜新規適用のもの＞ ［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税

の申告 ［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告 ［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告 ［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限 ［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出 

 ［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

総収入金額報告書の提出 ［税務署］ 

3月 31日 

○ 健保・厚年保険料の納付 

 ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

 ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限 

 ［税務署］ 
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